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あらまし

　本稿は、姫路市が2001年に制定した暴走族対
策の「生活安全条例」の審議過程を取り上げ、
議会を中心にどのような関心が議論されていた
のかを検証する。姫路市は、警察官僚出身の市
長（当時）が犯罪からの安全安心を重視し、エ
スカレートしていた暴走族を「ギャラリー」の
取締りからアプローチするという、グレーゾー
ンに踏み込んだ初の条例案を提出したが、これ
は議会で強い反対を受け、一度は撤回された。
　ただ、この審議過程を通しても、暴走族取締
りと生活安全条例の関係はほとんど議論になっ
ていなかった。「ギャラリー」「特攻服」を禁止
する文言上の曖昧さに批判が集中したり、市民
も警察も一丸となって暴走族に少年を向かわせ
ない、新スポーツ施設で彼らのエネルギーを発
散させよう、といったありがちな語りの枠にと
どまり、市と警察の役割関係には議論が及ばな
かった。
　一般に、市レベルには福祉的役割が想定され、
犯罪対策という警察的役割はなじみにくいが、
この事例を通して、治安・防犯面での課題を含
めたかたちで自治の理念を考えていくための手
がかりを得たい。

₁．序

₁.₁　研究の対象

　市レベルで独自に犯罪対策の条例を制定する
とき、議会や住民は市役所の警察的役割をどの
ように考えるのであろうか。制度上、戦後しば
らくの時期は別として、司法警察は県レベルの
役割であるが（実態的に国家警察であるにして
も）、市役所の自治・行政は福祉先行のイメー
ジであり、司法警察は市民を潜在的な犯罪者と
みなしうる立場であるため、これらは相容れそ
うにない。「犯罪不安」意識の高まりは、政府
の後見的姿勢を強めさせるが、政府は全般に、
自己責任を強調してもいるため、法学や社会学
の理論も混乱気味である。
　本稿は、実際の条例制定をめぐって出された
意見を通して、そうした公権力観の困惑がどの
ように受け取られ、議論されたのかを検証する。
その対象として、姫路市で2001年３月に制定・
交付された「姫路市民等の安全と安心を推進す
る条例」を取り上げ、2000年前後のこれの審議
過程を、市議会の委員会議事録を中心に検討し
ていく1。
　同条例は、姫路駅前で「暴徒化」する暴走族
問題の高まりへの対策として、全国で初めて、
暴走族をあおる行為（期待行為）を罰則付きで
禁止した。この条例案は、警察官僚出身市長の
オール与党体制で提案されたにも拘わらず、議
会の強い抵抗を受け、一度は撤回されており、
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 1   資料の出典について。本会議は市ホームページから閲覧可能だが、委員会議事録は近年のもの以外はwebではアクセスできず、
2000－2001年（平成12・13年）の厚生常任委員会議事録は議会事務局への開示請求により閲覧した。また、「懇話会」及び「部会」
の議事録の閲覧は、姫路市安全安心推進課での情報提供による（O課長及びO主幹に感謝申し上げます）。なお、本条例制定過
程の実務当事者への聞き取りは全く行っていないが、同課には既に当時の経緯を知る人もいないという。
また、本稿の執筆中、市は同条例一部改正へのパブリックコメントを募集したが（2007年12月25日から１ケ月）、本稿では立ち
入らない。なお、その改正の目的については注16を参照されたい。
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本稿の問題意識によく適合する。とはいえ、そ
こでも、市役所が将来的にどのような警察的役
割を担うのかという議論はほとんどなかった。
ではどのようなことが関心であったのか。それ
らがどのように条例制定を促したり妨げたりし
たのか。

₁.₂　研究のアプローチ

　ここで本稿の方法的な拠り所を確認してお
く。本稿は、特定の事件・出来事をめぐる社会
的合意の相互作用過程を分析し、その「どのよ
うに」の知見を、類似するこれからの問題解決
の示唆として得る、というヒューリスティック
な考察である。これは、逸脱研究の宝月誠（1998、
2005）に多くを負っている。宝月の社会理論は、
社会心理学の祖G・H・ミードを源流とし、特
に主観的意味付与の相互作用として社会の生成
を捉える、A・ストラウス(Anselm Strauss)の「社
会的世界」や帰納法と演繹法を巧みに組み合わ
せた質的調査の「グランウディド理論」（Strauss 

1993, Corbin and Strauss 1990）に注目している。
そこでの社会問題の「解決」とは、それをコン
トロールしようとする多様な意図や解釈から成
る、他者または自分自身との相互作用を通した、
新たな意味付与の創発的な過程と捉えられてい
る。これは、ゴミ箱モデルや政策ウィンドウモ
デルと同系の理論も重視されており、行政学と
通じる面も多い。
　ただ、本稿は宝月理論に拠るというには扱う
資料が少なく、また取り上げる概念の統合的関
心を扱えていないのだが、むしろそこから、コ
ントロールすべき（とされた）出来事の多様な
解釈性・物語性に注目していくことにしたい。
物語性は、メディア研究者で政策学の方法論に
も関心を持っていた北村日出夫（1998、2002）
の研究が参考になる。北村は、「意味」をめぐる
情報・記号論の錯綜しがちな諸概念の関係を、「い

かに表現するか」というレベルでの「レトリック」
に求めていった。「物事をどう認識するかは、そ
れを表現することであると考えていますので」

（北村2002:63）と、最終講義（文学部）で述べる
北村は、物語論を、語用論的研究を抽象化させ
すぎないための、現実とのインターフェースに
位置づけている。それは、社会調査の「一歩先
を考える…おおげさにいえば思想性のようなも
の」（北村 2002:64）の探求であり、実践的な問
題解決への糸口を提供しうるものである。
　これは、思想や記号・意味といった用語面を
除けば、政策的思考における「探索型問題」の
重要性（真山 2001）ともよく重なる。そもそも、
まだ捉え難いそうした問題を認識し解決策を提
示していくことも、物語化の一つにほからなな
い。これがとりわけ政府構造に向けられる場合
が、解釈的ガバナンス論（Bevir and Rhodes 2006）
であり、とすれば、市役所の警察的役割の捉え方・
語られ方への疑問はその一部にあたる。
　ただ、このような方法的選択には、少なくと
も三通りの疑義があろう。第一に、もっと手堅
い実証研究が、たとえば条例策定作業の実務者
への詳細な聞き取りが望ましいかもしれない。
しかし、同条例の策定では、イニシアティブも
実務担当も警察サイドにあり（前者は市長に、
後者は県警からの市への出向者2に）、ここに意
外性は何もない。考察すべき課題は議会や市民
がどう受け止めたのか、であろう。もちろんそ
れには当時の市議や諮問会議のメンバーへの体
系的な取材が可能だが、その前に、当時の姫路
市の意見の動向を俯瞰した考察は必要である。
　第二に、解釈性をそれほど重視するのなら、
M・フーコーの権力／福祉国家論と関連づける
べきであり、第三としてだが、生活安全の自治
体条例の位置を理論的に考察するには、法制史
や社会史における「ポリツァイ（法）」再評価
の研究を用いるべきであろう。しかしこれらは、
政策学が使いこなすにはまだはっきりしない概
念である3。これらに比べると、逸脱の社会的意

 2   ただし、派遣・出向が始まったのは暴走族問題のためではない。1997年秋、市長・堀川和洋氏（在職期間は1995－2003年。
2004年に急逝）の強い要請で、県警は姫路市役所に現役警部級１名を派遣したが、それは行政対象暴力への組織対応を整える
ためであった。1999年４月（２代目に当たる）以後は２年間の出向として現在も引き継がれ、市役所と警察の連絡調整を全般的
に担当している。条例制定に活躍することになった「２代目」は「たまたま生活安全警察部門の経験者」であり、以後もそう
である。以上、前掲O氏の前任者であるT氏（市安全安心推進課課長補佐・当時）への筆者の聞取り（2006年２月21日）による
が（T氏に感謝申し上げます）、ただしこれは、組織間関係への関心から予備的に行ったもので、暴走族問題には立ち入っていない。

 3   近 世 ド イ ツ の「 ポ リ ツ ァ イ 」 研 究 は、G・ エ ス ト ラ イ ヒ 以 後、 歴 史 学 の 関 心 を 集 め て い る が、 こ れ に つ い て
Oestreich(1980=1991)、Knemeyer(1978)、松本（1998）、佐久間（2006）を参照されたい。M・フーコーの「統治」概念でも官房
学やポリツァイは重要な位置を占めているが（Foucault, 2004=2007）、行政学ではあまり踏み込まれていない（福祉国家／小さ
な政府論にも拘わらず）。今後の課題としたい。
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味をめぐる分析枠組みは、もっと身近な事象か
ら用いることができるのである。
　以上で本稿の学的位置を確認したので、次に
本稿の構成を簡単に示す。２節は生活安全警察
をめぐる先行文献、３節は姫路市条例制定過程、
４節は結論と今後への示唆である。
　

₂.　先行研究

₂.₁　取り上げる先行研究の範囲

　市役所と警察・生活安全とのやや異質な関係
を扱った先行研究は、意外なことに見当たらな
い。姫路市の暴走族4への対策はマスメディアで
も注目を集めたが、それ以上にはならなかった5。
若者の狼藉については、「ねぶた祭り」の「カ
ラスハネト」をめぐる考察が行政学者からも発
表されているが（西東 2002）、当時の姫路の駅
前暴走族の狼藉は週末ごとに起こり（商店等だ
けでなく取締りの警察への襲撃も繰り返され
た）、祭りとは関係がなかった。そこで、本節
では、行政学における警察制度の捉え方、警察
庁の方針としての「生活安全」、人権派弁護士
等による「生活安全条例」や厳罰主義に対する
批判を確認しておく（特に後二者は、姫路で主
張された反対意見と同じである）。そして、冒
頭に示唆した市役所と司法警察的な安全の違和
感を掘り下げるために、憲法学・行政法学での
議論の要点を取り上げる。

₂.₂　行政学の傾向

　行政学では、主に自治体警察と国家警察、公
安委員会と警察の関係に向けられ、その民主的
統制の不足が論じられるが、近代史的な文脈に
よるものが多い。「岩波講座自治体の構想」シ
リーズではジャーナリストの小林道雄がそうし
た視点から警察行政（特に2001年の制度改正）
を強く批判している（小林 2002）。また、西尾

勝と新藤宗幸の対談にあるように、地方分権改
革の中で警察制度の見直しはまったく手つかず
であった。西尾は身近な犯罪を市警察化し、公
安を国家警察として両建てする方向を示唆して
いる（西尾・新藤 2007）。
　地方自治についても、制度的理念に重きを置
く場合には、暴走族や少年の「暴動」といった
身近で具体的な対策にはアプローチしづらい
し、住民組織のミクロ的・ボランティア的な取
組みに注目する場合には、公権力からの自由や
責任統制を扱い難くなる。たしかに、生活安全
条例や住民パトロールや不審者情報のメール配
信システムなど、地方自治体レベルの「先進的」
な取組みを特集する記事は少なくないが、それ
らは一過的なキャンペーン色が否めず6、行政学
に数えるほどではない。

₂.₃　警察庁の方針

　90年代の警察庁は身近な犯罪への対応を強
め、自治体との連携を重視するようになった。
これは「生活安全警察」と呼ばれている。1994

年の警察法改正で、警察庁はそれまでの保安部
を「生活安全局」に組織替えした。地域住民の
自主的な防犯取組みを強化・支援する方策に転
換、「安全で平穏な生活が維持されているとい
うことが肌で実感される、心で納得して感じ取
れる状態、すなわち安心を作り出さなければな
らない」、と保安警察の考え方を見直した（島
田 1994：120）。もっともそれは、現場の地域警
察官の基礎能力の低迷を憂うるものでもあり、
近年では職務質問能力の向上が急務とされてい
るが（内田 2006）、警察権力に対する警戒より
も身近なトラブルに関与してほしいという期待
は、とりわけ2000年代に、世論だけでなく行政
法学からもはっきりと提示されるようになった

（特に、田村 2003、櫻井 2004）。
　この動向は、公権力全般と警察力を抑制する
ことに専念した戦後的前提からの脱却を意味す
る、と著名な刑事法学者の前田雅英は主張する。

 4   これは1980年代の少年非行・社会問題としてよく知られた若者ギャング集団の一形態であるが、佐藤（1984）が指摘したように、
スピードのスリルと自己顕示欲を特徴としていた。近年では小集団でノロノロと爆音を立てて走ったり、屯して暴徒化する若
者ギャングに変質したりするが、少なくとも姫路圏では、佐藤の分析した暴走族の意匠はよく維持されており、これを「暴走族」
と呼ぶことは不適切ではない。

 5  経緯や論点は、小代田（2001）の記事が手短ではあるが要領よくまとめている。
 6  『自治体学研究』誌88号（自治総合研究センター）、『平成16年警察白書』などに自治体の事例が紹介されている。
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前田は生活安全警察の推進に積極的な論者とし
ても知られているが、その見解によれば、日本
の刑事法学界は警察の活動範囲や執行力を制限
する方向でのみ論じられ、70年代には「被害者
なき犯罪」への寛容化が進み、まして少年の虞
犯行為を検挙することが最高裁判決からも難し
くなるなど、少年犯罪への処遇は法的制裁より
も加害者の「保護」に偏っていった。犯罪は福
祉政策の不足が生み出した不幸であり、犯人が
悪いわけではない、という思想が強まった。そ
の結果が80年代以後の少年犯罪の急増である。
犯罪の大半を占める少年事件を抑制しなければ
ならない。こう述べる前田は、警察の役割を「拡
大」していく動向を率先し、環境的抑止を重視
する90年代の犯罪学に沿って、監視カメラや生
活安全条例の強化を図っていった（前田 2003）。

₂.₄　人権派からの批判

　こうした政策転換に、社会科学の多くは犯罪
の不安よりも警察強化の不安を見ている。簡単
に言えば、それは、犯罪不安を強調し住民相互
やカメラ網による監視体制の強化を図る警察を
全体主義的として批判する7。生活安全条例は、
これらの実定法的な根拠として問題視されてい
る。初期のそれは短い理念条例に過ぎなかった
が、2002年頃からは具体的な行為の禁止と罰則
が盛り込まれる例が増えた8。
　こうした見解からの代表的な批判者である

「『生活安全条例』研究会」によれば、生活安全
条例とは、住民や自治体を防犯活動に積極的に
取り組ませるために、警察庁が各地に制定させ
てきたものである。大きなイベントで暴徒化す
る若者の、法的に定義するのが難しい行為を抑
止するのが直接的な目的であり、これは迷惑防

止条例と同様またはその延長にあるが、その負
の側面、すなわち取締りが濫用されやすいこと、
防犯に協力する努力義務、精神主義、これらを
躊躇う者を「非国民」として排除するといった
危険が指摘されている。
　同研究会は、次のように多くの問題点を挙げ
ている。不快・迷惑な行為を犯罪扱いするため
際限なく拡大解釈を許しかねず政治弾圧につな
がる、しかも違法と認定する手続きが曖昧であ
る、（監視カメラ網を含めて）住民を「警察の目」
で相互監視させようとする、犯罪の社会・経済
的要因を無視している、防犯は住民の義務で「犯
罪防止が地方自治体の重点課題」であるのか、
公権力が最大の悪であることを認識していな
い、生活安全（地域安全活動）の体制は軍事大
国化であり自衛隊を海外派兵に反対する者を封
じるため「銃後」を固めようとしている、といっ
たことである9。
　こうした批判では、法文上の不備を行政の悪
意と解釈するのか、技術的な欠陥を指摘したい
のか、九条護憲という精神的レベルで争いたい
のかメッセージが混乱気味である。こうした批
判者の考える自治体の役割とは、「社会福祉・
保健医療・教育・交通・都市計画・防災・産業
など」広範な総合的施策の実施にある、もって

「住民のくらしを守っていく」、というもので、
その理解に犯罪は絡まないかのようである。し
かも同研究会は、「犯罪防止・治安だけを突出
させ」るのは間違いである（「生活安全条例」
研究会 2005：29）と述べているので、批判とし
ては歯切れが悪い。むしろ、治安の悪化は（そ
れが事実なら）住民に投げ出すべき事柄ではな
く、警察自身の責任であると強調する。
　このロジックは裏目に出るかもしれないのだ
が、最も問題にされているのは、治安が悪化し
ているという現状認識がいかに誤っているか、

 7   この監視体制は、「管理社会」またはその現代版「監視社会」と呼ばれているが、「監視社会」概念の代表的な提唱者で社会学
者のD・ライアンの主旨（Lyon 2001=2002）とは噛み合っていない。これに関しては髙橋（2007）を参照されたい。

 8   この条例の第一号は、早くも1994年に徳島県小松島市で制定されたが、専ら理念条例であり、条文も5条しかない。対して、具
体的な禁止や罰則が盛り込まれ、条文が拡大していくのは2002年頃からである。よく話題となった東京都千代田区や大阪府が
2002年、東京都、広島県、滋賀県が2003年である（以上、生活安全条例研究会編 2005）。したがって、姫路市条例は、初期理念
型に暴走族対策を付け加えた独特の条例であり、その先行的な役割を市は強く自負していた。
なお、以下は傍証的な補足であるが、群馬県（県内市町村38すべてが生活安全条例を制定）県庁webサイトでは、その時期と名
称が一覧でき、それによると、群馬県内の初期は1997に５件が集中し、そのあと閑散となって2004 ～ 06年に28件が集中している。
ついでに、名称は「生活安全条例」か「安全・安心まちづくり条例」が多い。出典は、http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;j

sessionid=EC1EB249BB25DE1B03F279D418BEE3EE?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=193

21
 9   ほかに、『法と民主主義』誌377号（民主法律家協会）もわかりやすいが、内容も執筆者も重なるので、本稿では省く。
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である。

₂.₅　「守ってもらう権利」？

　このように、「人権」は、警察の管轄を拡大
する側からも抑制する側からも重視されている
わけだが、この矛盾は、結局、人権概念に込め
られた期待の多様さに帰する。この点を、憲法
学者の西原博史（2004）は、「国家に守っても
らう権利」への疑問として掘り下げている（生
活安全条例や暴走族対策を直接扱ったものでは
ないが）。
　西原によれば、戦後の憲法学は、国家活動の
目的を人権の実現とみなし、個人の人権を抑制
できるのは他者の人権だけである、という立場
を取った（特に宮沢俊義）。そのため、道路や
飛行場建設のための個人の土地の収用も「人権
確保が目的でなければなら」ないということに
なるのだが、これでは「論理的に破綻している」

（西原2004：336）。国家活動を個人の人権実現
から捉えるなら、殺人の禁止には、「＜他者に
殺されない権利＞を措定する必要あ」り、「収
賄の禁止については＜公正な公務遂行によって
遇される権利＞を措定する必要がある」と考え
ねばならず、これらを「何らかの意味で個人の
権利として構成できるかどうか、疑わしい」と
西原は批判する（西原 2004:336）。
　このように、現状の憲法学は、「基本的人権
が根本において個人の主観的な権利であること
を十分に強調してこなかった」ため、「『守って
もらえるならそれで良いではないか』と考える
人々の前で、語るべき言葉を失って立ち尽くし
ている」（西原 2004：329）。
　そうした、「国家によって守ってもらう権利」
は、生存権や幸福追求権に即しての、国家の積
極的給付を求める見解と同系である。西原が問
題にするのは、そうした概念化のために、生存
権が、対国家的な防禦権としての法的権利では
なく、利益配分上の政策理念にすぎなくなり、
官僚機構が「福祉と豊かさを享受する国民の権
利を保護するという名目の下に、経済生活・社
会生活に対する権威的な監督を展開する」（西
原 2004：329）、という意味での福祉国家体制を
作り上げたことなのである。しかも、この後見
的な国家への期待と信頼は1990年代初頭に崩れ

るのだが、「それまで受け容れられていた国家
に対する国民の依存性を、別の形で意識させる
道具として」、まさにこの時期に、「人権という
旗印が新しい方向で利用され始め」た、と西原
は見る（西原 2004:329）。
　本来、国民の個別的利益の擁護は「あたりま
えのこと」であり、「政治と運動の論理に頼る
べきであり、司法的に実現すべき権利論の課題
とするのは筋違い」（西原 2004：344）である。
というのも、私益の調整において優先されるべ
き具体的な価値を憲法が示すなら、それは民主
政治を掘り崩してしまうからである。個人の権
利侵害を国家に放置させないためのドイツの

「基本権的保護義務論」でさえ、「立法府の怠慢
によって侵害が放置される事例において、個人
の権利救済を可能にする道筋」であり、対国家
的な個人の防禦権的作用は維持されているので
ある（西原 2004:342）。
　このあたりが、安全を過度に強調しかねない
警察の積極的役割論では危うくなっている。行
政法学者の白藤博行（2007）によれば、「国民
の権利擁護者」としての警察の役割論は、従来
の、「公共の安全と秩序の維持」は「個人の権
利と自由の保護」を「一元論的解釈を古典主義
モデルの虚構として排斥し」、警察の積極的介
入を、「強大な集団」からの「脆弱な個人」の
権利自由の回復として要請する（白藤 2007：
55）。しかしそうした二元論的解釈は、「個人の
権利と自由の保護」とは関係のない「公共の安
全と秩序の維持」もまた、「警察の独立した任務」
となる、という危険を孕んでいる（白藤 2007：
56）。要するに、そうした積極的・拡大的な説
は基本権保護義務論さえも超えた安全の優先を
正当化しようとしているわけである。しかし、
それらの根拠と主張される警察法二条一項・二
項は、「加害者をも含めたすべての国民の基本
的人権の尊重確保を意図したものであることを
不当に軽視・無視した解釈ではないだろうか」

（白藤 2007：55）。
　このように、考え方の基礎部分が怪しいにも
拘わらず、犯罪不安の中では理論的な疑問に出
番は認められにくい。暴走族をなんとかしろと
いう市民の声は、「守ってもらえるならそれで
良いではないか」という住民の共鳴を招き、そ
の依存性は警察のみならず一般市行政にも向け
られていくであろう。



髙 橋　 克 紀52

　ただ、警察と市行政がそうした依存心に付け
こんでいるとも言えない。生活安全条例は、ま
さに犯罪対策を民間に、住民の自己責任の理念
を啓発するべく制定され、またその意義が、３
節で見るように、現場で強く支持されているの
である。

₂.₆　小括

　90年代の行政改革では、西尾や新藤が振り返
るように、警察行政にはまったく手をつけられ
なかったが、自治体には、国家警察とは切り離
された形での、警察的役割の整備が求められて
いると言えよう。
　ただ、「身近な」犯罪と公安警察を区別した
多様な警察行政を想定しているものの、人々の
不安が募る大事件に、そのような区別はあては
まりにくい。警察では、そうした不安感を重視
して、住民を防犯運動に巻き込む方策が取られ
ているものの、それは警察にとってもよいこと
ばかりではない。戦線を無闇に拡大されかねず、
コストも追及される責任も増大することは避け
がたい。
　公法学では、警察による国民個人の権利保護
を支持する見解と、従来からの人権派の反論と
が少なからずイデオロギー論として戦わされが
ちであるが、より重要なのは次の二点であろう。
まず、基本的保護義務論のわが国での受容に絡
んだ、国家／政府に「守ってもらう権利」の感
覚が、人権と政治の、もともと緊迫した関係を
軽視していることである。次に、個別的・実践
的な問題へのコントロールとしての、集合的な
逸脱事件への対処技術の採用幅を画定すること
である。

₃．姫路条例の分析

₃.₁　条例についての基礎的前提

　本節から、姫路の内容を見ていくが、念のた
め、条例（化）そのものへの態度選択をここで
確認しておきたい。自治体条例制定の幅を広く

取ることについて、今日の学界ではほとんど異
論はないが、一般社会では独自条例化や、まし
て罰則に対して否定的な態度が見受けられる。
しかし、姫路の場合もそうであるが、そうした
疑念は先行事例の紹介や説得で落ち着くことが
多く、実際にはたいした論点にはならない。
　まして、姫路の場合、市民の側には暴走族を
行政がなんとかしろという不満は大きく、市内
である種の犯罪／逸脱行為が多発しているとす
れば、その抑制のために市が独自の罰則付き条
例を制定することは理に適っているであろう。

₃.₂　制定された条例の内容

　2001年３月に成立した「姫路市民等の安全と
安心を推進する条例」は全13条から成り、９条
で暴走行為の助長を禁止し、12条では５万円の
過料を罰則として定める。ただし、それは、市
長が指定する「重点禁止区域」の中で（10条）、「現
に暴走行為をしている者に対して、声援、拍手、
手振り、身振り又は旗を振ることにより、暴走
族をあおること」の禁止（９条１号）に違反し
た場合に限られる。「暴走行為」をしようのな
い「徒歩暴走族」への期待行為には対応しない
し、バットや鉄パイプの所持を罰則付きで禁止
したのは兵庫県の迷惑防止条例10なのであった。
　ところで、１～８条は、それとは場違いな趣
で「市民等」に義務を訓示している。「市民及
び市内に通勤、通学する者」は、「市の実施す
る施策に協力するよう努めなければならない」

（５条）のみならず、地域安全活動を通して「助
け合いの精神に根ざした良好な地域社会を形成
するよう努めなければならない」（７条）、と「協
力」を押しつけられないのか（反対はできない
のか）もわからないまま、市役所に指令された
ような格好になっている。他方、市の責務につ
いては、４条で、「市は、安全で安心な地域社
会を実現するために必要な施策を策定し、及び
実施する責務を有するものとする。」と言う以
上のものではない。９条以下の具体性とは極め
て対照的なのである。
　市は暴走族問題への対策として司法警察に近
い役割を引き受ける旨宣言したわけだが、この

10   兵庫県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の改正は予告の記者発表から一ヵ月後の2000年10

月11日に成立した（条例57号）。当該部分は第３条３。
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条例には二つの成分が混在している。市の福祉
サービスを反警察的に捉える人々には前半だけ
でも驚かされようが、これはどのような議論を
経て成立したのか。

₃.₃　経緯

　1990年代後半の姫路駅前ターミナルは、週末
となると暴走族風に改造した車が集まり、深夜
まで騒ぎ、のみならず近隣の商店に投石したり
するなどの狼藉が行われた。兵庫県警と姫路市
は、深夜に「大手前通り」（駅前から北に伸び、
国道２号線と交差したあと、姫路城に至る）を
深夜侵入禁止にし、コンビニエンスストアの深
夜営業を自粛してもらうなど対策をとってきた
が、あまり効き目がなかった。1999年９月には、
駅前の暴走族と見物の若者集団が、取締りの警
察官8名を暴行し重傷を負わせる事件が起きた。
しかも、12月にも同様な事件が起こった。警察
はこれを重大視し、それまでの暴走族対策から、
より全市的なアジェンダへと転換を図った。そ
こで問題とされたのは、暴走族自体よりも、彼
らに声援を送り、警察との対立を煽る「ギャラ
リー」に対する取締りができないことにあった。
暴走族はギャラリーがいるから派手で挑発的な
振る舞いをする。若者の集団的興奮が彼らを過
激に駆立てているのであるから、市はこの「あ
おり行為」を禁止する条例制定に動き出したの
である。
　2000年４月には「安全安心推進懇話会」（以下、
懇話会と略記）の初会議が開かれた。そこには
暴走族対策とホームレス対策の二つの専門部会
が作られたが、問題を暴走族に絞るために後者
は中止されたので、本稿は前者のみを取り上げ

る（以下、これを「部会」と略記）。付表Ⅰの
とおり、これらの委員選定には偏りが見られる。
部会は５月と６月に計２回開かれたのだが、そ
こでは取締り強化の条例化を求める強気の意見
ばかりで、７月の第２回懇話会は早くも「あお
り行為」を禁止する条例の制定を提言する。
　市長は、条例制定を議会に提案し、８月には
厚生常任委員会（以下、委員会と略記）で審議
が始まった。市議会では、この暴走族問題が週
刊誌に写真入で取り上げられることを「地域の
恥」とみなしてきたにも拘わらず、懇話会挙げ
ての推進意見に難色を示した。条例案は弁護士
グループなどからの抗議も受け、特に取締り対
象となる行為や服装を規定する文言の曖昧さが
非難を浴びた。市議会は、９月21日の同委員会
で条例案は継続審議とすることに決めた。
　これを受けて、10月２日、市長は条例案を撤
回し、再提出をめざすこととした。内容の修正
を議会に任せたくなかったからである。市担当
課（安全安心推進課）は、これ以後、この分野
の主導的な論客である前田雅英（前掲）に理論・
文言上の指導を受けつつ、取締対象を限定しつ
つ文言を明確化し、反対意見への反論を準備し
ていく。修正案は、2001年２月には広報的イベ
ント（通称「市民と警察のつどい」）を開催し
たあと27日の議会に再上程された。あおり行為
と罰則について対象を限定したうえで（詳しく
は付表Ⅱ）、さらなる反論に対しては前田説に
拠って条例案が人権侵害にあたらないことを市
は力説した。理論武装の甲斐あって、再審議で
は新たな論点もなく盛り上がりに欠け、同条例
は３月９日の委員会を賛成多数で通過、27日の
本会議で成立と速やかに進み、翌日交付・施行
された。
　

（全体） 計 住民代表 警察 市 その他行政機関 関連事業者 その他
懇話会 21 5 3 4（うち市議2） 職安２,　県 1 鉄道・バス 3 弁護士・医師等３

暴走族専門部会 30 9 7 6 0 自動車関連等 6 校長会 2

住民代表の内訳 計 防犯協会 交通安全協会 自治会 婦人会 PTA その他

懇話会 5 1 1 1 1 1 0
暴走族専門部会 9 2 2 2 1 1 地区体育指導員 1

付表Ⅰ　懇話会・部会委員の内訳

懇話会議事録より筆者作成。なお、自治会等は「懇話会」では連合会長、部会では地区単位の会長である。
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当初条例案（2000 年 9 月） 条例（2001 年 3 月制定）

（暴走行為の助長等の禁止）

9 条　不特定多数の者が、暴走行為をする者又は暴
走行為に対する警察による取締りを見物する目的で
道路、公園、広場、駅その他公衆が出入りすること
ができる場所に集合したときは、何人も、当該場所
において、次に掲げる行為をしてはならない。

9条　…その他公衆が出入りすることができる場所に
集合した場合において、当該目的でその場所に集合し
た者は次に掲げる行為をしてはならない。

（1）　暴走行為をする者に対して声援、手振り、身振
りなどにより暴走行為をあおること。

（1）　現に暴走行為をしている者に対して、声援、拍手、
手振り、身振り又は旗を振ることにより、暴走行為を
あおること。

（2）　２人以上の者が、顔面の全部又は一部を覆い隠
して、他人に不安を覚えさせるような仕方で群がる
こと。

（2）　２人以上共同して、正当な理由がないのに、顔
面の全部又は一部をその者を特定することができない
程度に覆い隠して…

（3）2 人以上の者が不穏当かつ奇抜な文言や絵を刺
しゅうした服を当該刺しゅうが見えるように着用し
て、威勢を示すような姿で通行すること。

（3）　2 人以上共同して、暴走行為をする際に使用する
集団の名称を示すような文言（記号を含む。）を強調
するように刺しゅうした服を…

（重点禁止区域の指定）
10 条　市長は、公共の場所で、市民生活の平穏を確
保するために必要があると認める区域を暴走行為助
長等重点禁止区域（以下「重点禁止区域」という。）
として指定することができる。

２　市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定
する場合には、その旨及びその区域を告示しなけれ
ばならない。

２　市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定す
る場合には、協議会の意見を聴くものとする。

３　市長は、前項の規定により重点禁止区域指定の
解除及びその区域の変更にういて準用する。

３　市長は、第１項の規定により重点禁止区域を指定
する場合には、その旨及びその区域を告示しなければ
ならない。

４　前２項の規定は、重点禁止区域の指定の解除及び
その区域の変更について準用する。

（重点禁止区域の指定）

10 条　市長は、公共の場所で、市民生活の平穏を確
保するために必要があると認める区域を暴走行為助
長等重点禁止区域（以下「重点禁止区域」という。）
として指定することができる。

２　市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定
する場合には、その旨及びその区域を告示しなけれ
ばならない。

２　市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定す
る場合には、協議会の意見を聴くものとする。

３　市長は、前項の規定により重点禁止区域指定の
解除及びその区域の変更にういて準用する。

３　市長は、第１項の規定により重点禁止区域を指定
する場合には、その旨及びその区域を告示しなければ
ならない。

４　前２項の規定は、重点禁止区域の指定の解除及び
その区域の変更について準用する。

（罰則）
12 条　重点禁止区域において第９条の規定に違反し
た者は、５万円以下の罰金に処する。

…　第９条第１号の規定に違反した者は…

姫路市安全安心推進課から提供を受けた資料より筆者抜粋。

付表Ⅱ　条文の変更（太字部分）
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₃.₄　議会審議

　議事録からは、この条例制定にあたって、主
要な論点は三つあったことがわかる。まず、暴
走族やその「期待族」は現行法で取り締れない
のかどうかである。二つ目は、その「期待行為」
の法文上の定義の曖昧さである。主に服装や煽
りの行為の様式を規制することは憲法上許され
るのかという、生活安全条例全般への疑問であ
る。三つ目は、取締強化によって暴走族や期待
族の問題は解決するのかという、厳罰主義への
教育的反論である。

₃.₄.₁　論点１（法的必要性）

　新しい法規範が必要かどうか、それを市が制
定すべきなのか、特に前者について何度か疑問
が出されているが、市民局長の答弁は条例制定
への意気込みばかりで、代案の可能性を念頭に
置いた説明ではなかった。たとえば、暴走族対
策は県条例（迷惑防止条例）と道路交通法に基
づいてこれまでも行われてきたのであり、そこ
で県条例を強化するように県に働きかけたほう
がいいという意見が委員会で出されている。こ
れに対して、

答　　本来県でもやれるなら県でやるべきで
あるが例えば姫路は天下の姫路城をバックに
というようなステージがある。つまり姫路に
は姫路の特異性がある。ただ将来的には同じ
ような地域が出てくれば県でという話になる
べきだと思う。
問　　それなら、県や県警に条例をつくって
もらえるようお願いはしなかったのか。［中
略］　警察は市警ではなく県警なのだから市
単独でやるより県でやるほうがよいと思う
が。
答　　これは市独自で作ったもので県へはお
願いしていない。
問　　新聞報道などを見ると、捕まった子た
ちの９割以上が市外の子だということだが　

［以下略］。（委員会９月21日、p. ４、［　］内
は引用者）

と市が強調する「特異性」は観光名物のようで

説得的ではないが、本会議では、「ねぶた祭り」
の暴動化（青森県）に言及しながら、その起こ
り方の差異に対応しなければならないこと、お
よび、地方分権推進の中で「地域の問題は、そ
の地域を含む市町村が率先して問題の解決に当
たるべき」という認識を以って条例の必要性と
さ れ て い る（ 本 会 議 ９ 月18日、S市 民 局 長、
no.39）。
　道交法はともかく、県の迷惑防止条例の改正
というルートを採らなかったのは必ずしも説得
的ではなかろう。というのも、同じ頃、兵庫県
は姫路や相生11における暴動振りを念頭に、駅
前など公共の場所へのバットや鉄パイプの持ち
込み禁止を検討していたからである（これの記
者発表は９月19日）。たしかに姫路駅周辺の狼
藉に適した条例改正を県に求めるのは時期的に
も無理があるかもしれないが、まさに「市警察
ではない」のだし、当時の暴走族は姫路市内で
自足していたのではなく、近隣市町村（東西軸
では明石から赤穂、南北軸では但馬地方）から
集まっていたのだから、仮に姫路市内だけで暴
走族・あおり行為の禁止を事前に学校等で呼び
かけるといっても効果は薄い。したがって、県
条例の改正に盛り込ませるのではなく独自条例
化を選ぶには、その当時の固有の事情を挙げる
必要があったであろう（例えば、県議会は暴走
族対策に熱心でないとか、姫路より相生の問題
が優先されるとかいったことがあれば）。しか
し、県との交渉を示す資料は市の担当課にもな
く、警察的役割を市が積極的に引き受けること
への素朴な疑問に触れた検討資料もない。むし
ろ、市が条例を作りたい、という意欲と自負ば
かりが強かったのである。
　しかも、条例化の必要性として提示された理
由は、取締りの強化を求めた懇話会の動向や住
民の想像とは異なったものであった。委員会で
の説明によれば、実は現行法で対応できるし、
新条例案は規制強化・厳罰化ではなく保護の趣
旨だというのである。次のような発言が委員会
議事録にある（一つ目は答弁で、二つ目は支持
派の市議の発言である）。

・ 　現行法での取締りに関して、確かに暴走
族などは現行法令で対応できるし、期待族
についても、公務執行妨害で逮捕されるが、
現状をこのまま放置しておくと、［当該少年

11   相生ペーロン祭り（５月末）でも姫路と似たような事態が起こる。
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らは］公務執行妨害という重大な罪で逮捕
されてしまうので、保護的な性格、予防効
果ということを考えている。

・ 　現行法を厳格に適用すると、公権力とい
う警察権力が今よりさらに大きくなる危険
性を感じるので、グレーゾーンを取り締ま
ることによって抑制していこうということ
は当然だと思う。（委員会９月21日、p. ４、

［　］内は引用者）
　これでは、独自条例必要性の理由が、厳罰化
を想起した一般的な了解とはあまりに異なって
いる。出発点が異なるとすれば、「精神的なも
のまで条例で規定［して］しまう」条例（委員会、
９月21日、p. ７、［　］内は引用者）の危険性は
ますます高まる。
　ところが、これについても、市は、他の条例
に既に訓示規定があることを挙げて正統化する
だけの答弁で終わってしまう。そもそも懇話会
は、次のように、そうした疑問を感じていなかっ
たのである。

　当然、その前には自らの安全と安心は自ら
の手で守るという意識がこの条例を通して市
民、事業者がそれぞれ持つべきだというのが
あった。（委員会８月10日、p. ３、強調は引用
者）

　ただし文脈を補足しておくと、市のこの答弁
は、暴走族を見に行かない・行かせないという
学校や家庭への呼びかけ、不正改造車や特攻服
を若者に提供しないよう市が事業者に要請して
いくことを想定したものであり、具体的な内容
としては適切である。条例に基づいてなされる
活動はこうした教育的指導か協力依頼であるか
ら、なるほど、「この条例は規制というもので
はなく、福祉という点で保護条例という位置づ
けであ」り（委員会８月10日、p. ４）、ならば由々
しき人権侵害に直結しそうな雰囲気ではない。
このように、防犯に関しての一般性を持った条
例でありながら、推進派の念頭にあったのはこ
うした個別・具体的な指導であり、それが拡大
適用されうることへの警戒はなかったのであ
る。　

₃.₄.₂　論点２（曖昧さ）

　期待族の「あおり」行為の具体的な要件が曖

昧であることは、M市議の質問が一通り要点を
突いている。次の内容が本会議で放たれた最初
の反論である。
　第二条で「他人に不安、困惑、もしくは嫌悪
を覚えさせる行為」を「犯罪等」と定義してい
るが、これは各人の主観に左右されすぎる。し
かも、「これをいかなる機関がいかなる手続き
によって」認定するのか規定がなく、市が取れ
るとする「必要な措置」の内容も定められてい
ない。そのため、「憲法で保障された市民によ
る表現活動やデモ行進、その他の市民の活動の
自由を抑制する危険性の高いものとなってい
る」。また、罰則化をめぐって、「他人に不安を
覚えさせるような仕方」、特攻服についての、「不
穏当かつ奇抜な文言や絵」という要件は、取締
官側の主観によって左右されるため、不適切な
構成要件である。助長行為（煽り）は、「声援、
身振り、手振り、顔面の一部を覆う行為」を指
すというが、「ヘルメットを着用したり、マス
クをつける行為は、これに当たることになりか
ねません」。そのため、「罰則つきの条例で規制
していくことが本当に安全、安心のまちづくり
になるのでしょうか」（以上、本会議９月18日、
M市議、no. ４）。
　このように、問題の多い条例案だということ
がよくわかる。しかし、この批判は、曖昧にし
か表せない対象を法的に禁止すべきではないと
いう意味よりも、もっと工夫できるだろうとい
う遂行的意味を持ちうる。前者では暴走族問題
を放置しているように聞こえるため批判は市民
の支持を得にくいし、といって、後者では条例
案を鍛えてやることになる。
　そこを見通してか、それともあまりに率直
だったのか、市は次のような答弁をしている。

　法令は一般に規範としての性格上、大なり
小なり抽象性を帯びるものでありますし、そ
れがさらには文章によって表現されるもので
ある限り、言葉の持つあいまいさは避けがた
いものであります。 （本会議９月18日、S局
長、no. ８）。

　この言語哲学風の答弁は、実際のところ徳島
市公安条例違憲訴訟をめぐる最高裁判決に沿っ
ているのだが、当局が曖昧でよいと開き直って
しまったように響く。このため、賛成派にとっ
ても文言の修正の工夫は不可欠とみなされ、全
体に、報道においても、中身より技法レベルが
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注目されるようになった。
　

₃.₄.₃　論点３（厳罰－寛容）

　厳罰か教育的寛容かは、論点２とも絡むが、
お互いの信念の告白に終わりやすい。罰金五万
円也で解決するはずもないことは警察関係者に
よく認識されており、そうであればこそ懇話会
は毅然としたメッセージの発信を重視してい
た。他方、寛容派の信念は、条例可決直前になっ
ても、「青少年は健全に育っていこうとする力
を持っている。それが社会的要因などで健全に
ならないと考えるのがよいと思う」（委員会 

2001年３月９日、p. ６）という発言が出ている
ように、手段への議論に結び付かなかった。
　ところが、この信条の対立は、若者のエネル
ギー発散にジンテーゼを見出した。これは、部
会での警察官の経験に基づいた、「ある少年の
相当ワルの集まり」についてのエピソードによ
く表れている。ある町でたまたま祭りなどの「行
事」があったので彼らに露店を任せてみたとこ
ろ、その仕事ぶりは「一生懸命小さな子供さん
の手をとって」商品を手渡すほどに熱心で、そ
うして「まわりの人と一緒になって汗を流した
ということで［彼らの様子が］少し変わってき
た」という。こうした活動は、警察官の指導よ
りも効果的なようだったので、このような「若
いエネルギー」を「発散させる場所も必要では
ないかとつくづく思っています」、というもの
である（部会　第２回、p.16、［　］内は引用者）。
　これはエネルギーの捌け口よりはつながりの
場を与えるものと筆者には思えるのだが、次の
二つの委員会発言では、若者エネルギー云々は
そうした肯定的実感から離れて、条件闘争のよ
うになっていく。

・ 　確認するが、一つは若い人のための活動
の場の提供を初めとする施策を打ち出して
もらえるのか。　（委員会９月21日、p. ９）

・ 　青少年対策として、今日スポーツパーク
の予算が計上してあるが、これだけではや
はり少ない。例えば、市民会館［中略］の
空きスペースなどを若者の活動の場にする
などの青少年活動センター的なものを条例
制定に伴い、本当につくっていくという具

体的な方向性を打ち出してもらわないと納
得できないが。（委員会３月９日、p. ３、［　］
内引用者）

　「スポーツパーク」とは、議事録や委員会資
料ではよくわからないが、実は市に寄せられた
市民からの要望である。この運動については後
述するが、市長（当時）の著書によれば、「市
内の23歳の若い女性が中心となって、姫路駅前
等で署名活動を行い、約12,000人もの署名も集
め」た設置の要望で（堀川2001：162-163）、市
長が「若い人達の行動に応えたものです」（堀
川2001：165）。条例案再上程の際、これに1,100

万円の予算が計上された。
　市長は、これを大型の複合スポーツ施設とし
て、姫路駅前から少し離れた再開発（「キャス
ティ 21」と呼ばれる）予定地に建設することを
考えていた。そこは旧国鉄貨物ターミナル跡地
で、市長はそこに集客の目玉としてドーム型の
多目的ホールやショッピングモールなどを作る
つもりであった。これは「姫路城に対峙する」
ほど大規模なもので、「平成の築城とも言い得
る」（堀川 2001：13）、と考えられていた。
　キャスティ予定地は姫路城からかなり離れて
いるのだが、駅前付近の暴走族問題からも外れ
た場所にあった。そのうえ、スポーツパークで
暴走族が減るのかどうかは、要望する側も市長
側もまったく曖昧であった。ために、新聞は、「規
制反対派取り込みの狙いも見え隠れする」と評
し、署名集めの若者の、「条例を通すために利
用されたようでちょっと複雑」という声も紹介
している12。このように、エネルギー発散説は
スケボーと結びつくことで問題をさらに矮小化
してしまったのである。

₃.₅　市民の意見

　では一般市民はこの条例案をどのように受け
止めたのであろうか。近似的な資料しかないの
だが、まず、条例への意見募集内容、部会・担
当課の行った中高生へのアンケート調査を、次
に、それ以外の公的な場で示された意見書や要
望を挙げる（出典は、９月21日の委員会に提出
された資料による）。

12  読売新聞2000年11月14日付、大阪夕刊。記事検索サービス「ヨミダス文書館」を用いた。



髙 橋　 克 紀58

₃.₅.₁　意見募集

　寄せられた投書は７件で、うち５件は８月22

日に安全安心推進課が設けたウェブサイトから
の、フォーマットに基づいたeメールである。
７件の賛否の内訳は、消極的賛成が４、積極的
賛成が２、反対が１である（付表Ⅲ）。
　その中で説得的なもの三つをここで見ておき
たい。まず賛成派の二つであるが、第一は消極
的賛成派で、暴走族を自分もよく見に行ってい
たという男性による。２年前（ということは
1998年頃）までは「今のように期待族も多くな
かったと思います」という。後に駅南が23時～
翌朝５時まで封鎖されたために、「ロータリー
族（ナンパ目的や車を見せる集まり）」までが
駅北に集中するようになった（引用中の補記は
原文）、と指摘し、暴走族側に少々同情的である。
　二つめは積極的賛成で、具体的な被害を訴え
た長文である。暴走族を注意した父親が「20人

にも及ぶ（車数は10台以上）若者に囲まれ」た（引
用中の補記は原文）。そうした騒ぎが三度も起
こり、二度目のときは、「父は後ろから首を絞
められ、従業員の一人も制服をひきちぎられた
のです！」。我慢して手を出さずにいた父親も
ついに「相手の肩をひと押ししてしまい」、後
で「警察に呼ばれ調書を取られ」てしまったと
いう。
　三つめは反対意見である。暴走族は行き場の
ない若者たちの集まりであり、暴走族・期待族
を法的に禁止するのは逆効果である、必要なの
は彼らの包摂であり、それには「スポーツパー
ク」のような場が必要である、という主張であ
る。
　次に、中高生のアンケート結果に移る。この
中高生アンケートは、取締られる若者の側の意
見を聞くべきだという厚生常任委員会での要望
を受けて行われた。中高で別に集計されている
が、傾向に差異がないので合算したものを見て
おく（付表IV）。三択形式だが、実に85％もが「安

投稿者 賛　否 内　　　容 備　　考
22 歳男性 消極的賛成 暴走族を見に行った経験から 専用サイトのメール
20 歳男性 消極的賛成 教育のゆるみが問題 　　　　〃
24 歳女性 賛成 被害経験を具体的に示し、取締り強化を

訴える 　　　　〃

29 歳男性 賛成 厳罰を 　　　　〃
22 歳女性 反対 排除を煽り逆効果。「スポーツパーク」の

ような場を 　　　　〃

男性 消極的賛成 手順や罰則を慎重に議論 市政の広聴メール
男性 賛成 毅然たる態度を 市政モニター

募集期間は８/22 ～９月中旬。
筆者作成。データは平成12年第３回姫路市議会定例会厚生常任委員会議事録資料より。

付表Ⅲ　市民の意見の内訳

賛成側 反対側 その他 回答肢の表現 質問番号

・姫路は安全と思うか 29 67 40 「はい」「いいえ」「その他」 Q2

・ 安全と安心は最重要課題と思う
か 85 13  2 　　　　　〃 Q3

・ 暴走行為を見たときにどのよう
に感じたか 67 16 17 「問題だ」「面白い」「その他」

Q4 暴走族を見た
ことがあるかのサ
ブクエスチョン

・ 暴走行為をあおるような行為等
を規制することについてどう思
うか

62  4 34 「当然だ」「必要ない」「仕方
ない」 Q6

・ 罰則を設けることについてどう
思うか 60  6 34 　　　　　〃 Q7

付表Ⅳ　中高生アンケート

単位は％。筆者作成。データは平成12年第３回姫路市議会定例会厚生常任委員会議事録添付資料より。
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全と安心を最重要課題と思う」とし、62％が期
待族のあおり行為への規制を当然とすると回答
し、罰則化についても60％が「当然だ」を選ん
でいる。
　

₃.₅.₂　意見書・要望書

　団体として意見書・要望書を市に提出し公表
したものもある。まず意見書は、条例への反対
意見として、９月に、人権派弁護士の団体「自
由法曹団」が、条例が人権侵害であるとして市
長宛に意見書を送っている。これが議会でも言
及され、新聞記事でも条例案撤回の一理由とし
てしばしば言及されたものである。その内容は
上記の論点２や生活安全条例への反対意見と同
じである。翌年３月には、同様な意見が、市内
の「西播地域労働組合連合会」からも表明され
ている。
　次に、要望書とは、前述の、「スポーツパーク」
建設を求める署名運動のことである。これは、
もともと条例化とは関係ないのだが、途中から
条例反対意見と呼応していたようである。この
署名運動は議会資料にカバーされていないの
で、以下、市内の若者S氏を代表とするその団
体「みんなでスポーツパークを造ろう会」のホー
ムページによる13。当時から、駅近くの商店街
はスケボー禁止となっていたため、少年たちは
商店街北端にある公園を使っていた。そのため
うるさいと周囲から苦情を言われたり不良扱い
されたりしたので、スケートボードやバスケッ
トボールのできる場所を自ら確保すべく、同公
園及びキャスティ内の２箇所に練習場を設置す
るよう市に求める運動を起こした。メンバーは
約40人で、1999年10月から活動を開始し、2000

年１月から駅前で署名活動を始め、５月の連休
には「一斉行動」を実施し、６月には市長に２
回目の要望書を出した。約12,000の署名とはこ
れらの合計である。新聞や地方ニュースがこれ
を紹介しているが、その文脈は、内容の是非よ
りも、署名活動という“今時の若者らしくない”
積極性を好感したものであった。

　結局、市民の側からも警察と市役所の関係を
問い直しうる視点は出てこなかった。

₄．結

　駅前暴走族の取締りにあたって姫路市は罰則
つきの独自条例を定めたが、その過程では、市
が警察的役割をどのように／どれくらい引き受
けるのか、という議論はほとんどなかった。議
会も市民も、「特攻服」それ自体やエネルギー
発散説などの、身近で語りやすい部分にばかり
に目が向いてしまった。
　以上は、筆者が姫路市役所や市民を７年後の
立場から一方的に非難するものではない。役割
分担の関心は出発点としては素朴でも、実際に
議論しようと思うと材料がないこともまた、本
稿の前半部が示したとおりである。我々は実際
の犯罪の様相をほとんど知らないし、まして求
める対応策は思いつきや信条の吐露に偏りがち
で、的確なコントロールに結びつき難い。行政
機関と住民組織の協力関係を扱う行政学にして
も、情報公開の要請は的確であったが、その公
共サービス論議は非権力的・福祉受給的側面に
偏っていた。そこへ公法学では「国家に守って
もらう権利」論まで登場している。これが、姫
路の条例制定前後の学界の状況だったのだか
ら、筆者も含めて、政策学の側にも準備が足り
なかった。
　ここで本稿の限界について二点触れておきた
い。第一に、姫路の暴走族問題の変化に立ち入
れておらず、その実態が読者にも伝わり難いか
もしれない。姫路市のO主幹（県警からの出向）
によれば14、駅前暴走族問題が沈静化したのは
交通警察が姫路市周辺部で彼らの乗り入れを阻
止する取締策を続けてきたからであり、とりわ
け祭りの暴走族に向けては、半年以上前から、
市内外の暴走族摘発を集中的に行い、彼らの「戦
意喪失」を図ってきたからである。因みに、暴
走族の動向15を見ると、2003 ～ 04年の暴走族は
減少したが近年は再び増加傾向にあり（付表V）、
今後も取締りのためには細かな工夫に知恵を

13  URLは、http://kiss.fksj.org/park/。最終閲覧日は2008年２月19日。
14   これは、資料の問い合わせの際に聞いた事柄（2007年８月）で、公式なインタビューではなかったので、本稿での言及にあたっ

ては改めてO主幹の許可を得た（2008年３月10日）。
15   暴走族は市外からも多くやってくるので、付表Vは正確には対応しないが、概況としては有用であろう。情報提供をいただいた

兵庫県警察本部交通課、間に入ってくださった姫路市O主幹、姫路警察署S警視に感謝申し上げます。
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絞っていくこととなろう16。第二に、「治安」の
問題は、2005年前後は特に、暴走族という限定
的なものよりも、登下校小学生の見守り運動や
ひったくりなどの日常的な形態に移っており、
警察と市政全般の距離は良くも悪くも縮まって
いる。その分、対象領域も拡散することになる。
　本稿の最後に、姫路の条例から得られる今後
への示唆として次の三点を挙げておきたい。第
一に、駅前や地域イベントにおける暴走族問題
についての具体的な対策をめざした条例に、全
般的な市民の防犯意識の理念条例を結び付ける
必要はない。それは、支持する側においても、「期
待族」取締条例に先立って「当然に」必要だと
いう思い込みであった。
　第二に、条例は当初から宣伝効果を重視し過
ぎていた。そのためか、拡大解釈に対する懸念
も軽くあしらわれがちであった。公務執行妨害
による逮捕者は毎年出るが、本条例で検挙され
た例はない（2008年３月上旬時点）。「期待族」

を禁止した全国初の罰則つき条例と言うと厳罰
的に思えるが、実際には少年保護の観点を切り
替えたわけではない。
　第三に、犯罪について人々が広範かつ具体的
な関心を持つことは困難であったとしても、せ
めて政治・行政学的関心では、協働やガバナンス
への期待を行政機関の「執行力」と関連付け17、
しかし行政警察的な権限をただ拡大するのでは
なく、具体的なコントロール手法と、それの許
容できる幅の民主的な設定を議論の中心に据え
ていくべきであろう。
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